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自家発電設備の長時間運転に伴う燃料の貯蔵・取扱いについて

自 家 発 入 門 ㊵

　４月号も３月号に引き、停電対策・事業継続用とし
て長時間運転を行う非常用自家発電設備の燃料の貯
蔵・取扱いに関する消防法の規制について解説します。

　　　　　　　　先月号の「自家発入門」
では、指定数量以上の

危険物を貯蔵・取扱う非常用自家発電設備を設
置しようとする場合、危険物貯蔵所設置許可と
ともに危険物取扱所設置許可が必要になる旨
の説明がなされました。この危険物取扱所設置
許可について教えてください。

危険物取扱所は、給油取扱
所、販売取扱所、移送取扱

所とこれら以外の一般取扱所に区分され、指定数量
以上の危険物を取り扱う非常用自家発電設備を設置
する場所は、一般取扱所としての規制を受けます。
　この一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の
基準は、危険物の規制に関する政令第19条におい
て、表１のとおり定められています。

　　　　　　　　表１を見ると、一般取扱
所の基準について、政

令第19条第１項では、政令第９条第１項の基準
を準用すること、また、同条第２項においては、
その基準の特例を定めることができることと
しています。詳しく解説してください。

表１から、政令第19条第
１項では、政令第９条第１

項（製造所の技術上の基準）の規定を、一般取扱所
の位置、構造及び設備の技術上の基準に準用するこ
とを定めています。
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　一方、同条第２項では、同項第一号から第九号に
掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものは、
総務省令においてこの規定の特例を定めることがで
きることとしています。
　指定数量以上の危険物を取り扱う非常用自家発電
設備の設置場所は、表１の政令第19条第２項第三
号に掲げる「危険物を消費するボイラー又はバー
ナー以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その
他これに類する一般取扱所」として、表２の総務省
第28条の54第３号に規定する一般取扱所に該当す
ることから、同省令第28条の57（危険物を消費す
るボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取
扱所の特例）において特例基準が定められています。

　　　 この特例基準について
教えてください。

表３に特例基準の概要を示
します。

　　　 表３にある「指定数量の
倍数」について教えて

ください。

危険物の取り扱うことがで
きる制限量を示したもの

で、危険物を取り扱う設備の設置場所により、制限
量が定められています。
　危険物を取り扱う設備が建築物に設置される場
合、制限量は指定数量の30倍未満、天井のない平
屋建の建築物や建築物の屋上に設置される場合、制
限量は指定数量の10倍未満になります。
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表１　危険物の規制に関する政令第19条（一般取扱所の基準）（抜粋）

第１項 第９条第１項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。

第２項

次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる
基準の特例を定めることができる。
一～二　（省　略）
三　　危険物を消費するボイラー又はバーナー以外では危険物を取り扱わない一般取扱所そ
の他これに類する一般取扱所
四～九　（省　略）

第３項～第４項 （省　略）

表２　危険物の規制に関する規則第28条の54（特例を定めることができる一取扱所）（抜粋）

第一号～第二号 （省　略）

第三号
令第19条第２項第三号に掲げる一般取扱所
危険物（引火点が40度以上の第４類の危険物に限る。）を消費するボイラー、バーナー
その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が
30未満のもの（危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。）

第四号～第九号 （省　略）

注．上記第三号の「ボイラー、バーナーその他これらに類する装置」に、自家発電設備は含まれる。

表３　危険物の規制に関する規則第28条の57
（危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例）（概要）

設置の場所 主　な　規　制　基　準

建築物に設置

●�危険物等・・・・・引火点が40度以上の第４類で、取り扱うタンクの容量は指定数量未満
とする。
●指定数量の倍数・・30未満であること。
●建物構造（一般取扱所の用に供する部分）
・・床は危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけ、貯留設備を設けること。
・・壁、柱、床、はりを耐火構造とし、かつ出入口以外に開口部がなく他の部分と区画
されていること。
なお、基準の詳細は、「危険物の規制に関する規則第28条の57第２項」を参照のこと。

天井のない平屋
建の建築物に設
置

●�危険物等・・・・・引火点が40度以上の第４類で、取り扱うタンクの容量は指定数量未満
とする。
●指定数量の倍数・・10未満であること。
●�建物構造・・・・・壁、柱、床、はり、屋根が不燃材料で造られ、天井を有しない平屋建
であること。
●�危険物を取り扱う設備の周囲には３ｍ以上の空地を確保すること。ただし、当該設備から
３ｍ未満となる建築物の壁・柱が耐火構造の場合はこの限りではない。
なお、基準の詳細は、「危険物の規制に関する規則第28条の57第３項」を参照のこと。

建築物の屋上に
設置

●�危険物等・・・・・引火点が40度以上の第４類で、取り扱うタンクの容量は指定数量未満
とする。
●指定数量の倍数・・10未満であること。
●建物構造・・・・・壁、柱、床、はり、屋根が耐火構造であること。
●�危険物を取り扱う設備は、キュービクル式のものとし、設備の周囲に0.15ｍ以上の囲いを
設けること。
●�危険物を取り扱う設備の周囲には３ｍ以上の空地を確保すること。ただし、当該設備から
３ｍ未満となる建築物の壁・柱が耐火構造の場合はこの限りではない。
なお、基準の詳細は、「危険物の規制に関する規則第28条の57第４項」を参照のこと。
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